
市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  新旧対照表 
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附 則 

 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行前に通知したこの規則による改正前の市町村職員の退

職手当に関する条例施行規則第２４号様式から第３４号様式までの様式

による書面は、この規則による改正後の市町村職員の退職手当に関する条

例施行規則第２４号様式から第３４号様式までの様式による書面とみな

す。 

 
 

 


